
【制度改正等の課題解決環境整備事業】         主催：玉野商工会議所 中小企業相談所 

働き方改革関連法他について対応はいかがでしょうか。 

この機会に再度確認しましょう。 

  働き方改革関連法が施行され、事業者の皆様におかれましては、年５日の年次有給休暇の確

実な取得や同一労働同一賃金など様々な対応に悩んでおられる方も多いと存じます。また、労働

に関する諸問題や法改正への対応が求められております。本講座では、「働き方改革・関連法」の

改正内容の再確認、ハラスメント対応の解説や活用できる助成金についてお伝えします。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

令和 5年 10月 4日（水）１４：００～１６：００ 

 

 ＜講師＞  

あい社会保険労務士法人 代表社員 

社会保険労務士 宮地 義孝 氏                            

 

 

  

２０名                               無料 

        玉野産業振興ビル 3F展示会議室 （玉野市築港 1-1-3）  

玉野商工会議所 TEL：0863-33-5010 FAX：0863-31-5558 

                            （担当：佐野）     メール: sano@tamanocci.jp                  

  
下記参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにてお申込みください。 

           インターネット（玉野商工会議所 HP）からもお申込みいただけます。 

玉野商工会議所  （FAX：0863-31-5558） 行 

※1事業所 2名様まで 申込〆切 9 月 27 日（水） 

労働環境をチェック！ 

「働き方改革関連法・ハラスメント」への取組みについて参加申込書 

ご記入いただいた個人情報につきましては、講習会開催に係る受講者名簿の作成、出欠確認、講習会運営等に関する目的のみ使用します。 

事業所名  T E L  

所 在 地  F A X  

業  種  従業員数                  

人 

メール 

アドレス 

 

参加者氏名

① 

 （参加者氏名

②） 

 

< 講座内容 > 

⚫ 働き方改革関連法の再確認 

⚫ 36協定や就業規則等の整備 

⚫ パワハラ防止法や労働関連法制の

改正のポイント 

⚫ 活用できる助成金情報 

○プロフィール○ 

岡山大学卒業、運送会社、建設会社の勤務後、 
平成８年社会保険労務士事務所開業し 
平成２７年に法人化、あい社会保険労務士法人設立 
２５年の労務管理の経験や労災保険と生損保、得意とする
障害年金等の知識を活かし企業等の支援を行っている。 

定 員 

会 場 

申込み・お問合せ 

申込方法 

労働環境をチェック！ 
「働き方改革関連法・ハラスメント」への取組みについて 

 

受講料 


